
   

 

 

   

～中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等 

支援認定機関として中小企業のためにできること！～ 
 

主催 岡崎商工会議所 中小企業相談所 

 

4月 8日現在、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等認定機関は全国で 6,740件

にのぼっています。 

今回は、認定機関となられた方、またこれから認定機関になろうとお考えの方を対象に、

「中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援認定機関として中小企業のためにでき

ること」をテーマに、金融支援を中心に研究会を開催いたします。 

是非、この開催目的をご理解のうえ研究会にご参加くださるようお願い申しあげます。 

 

【 開 催 要 項 】 

 

◆ 日 時  ５月１４日（火）  午後３時～５時 

◆ 会 場  岡崎商工会議所 ４階 ４０１会議室 

◆ 内 容   

＜１＞パワーアップ資金【経営力強化保証制度】 

   制度の概要と具体的な手続きについて 

愛知県信用保証協会 総合相談室 室長 市川 博康 氏 

   ＜２＞経営支援と一体となった融資制度の創設 

      制度の概要と具体的な手続きについて 

日本政策金融公庫岡崎支店 国民生活事業 

      融資第二課長 山崎 高士 氏 

   ＜３＞（公財）あいち産業振興機構「無利子：設備資金貸付制度」 

      岡崎商工会議所 経営指導員 

◆ 会 費  無料 

◆ 申込先  岡崎商工会議所 担当：和田 TEL:53-6500 FAX:53-0101 

 

＜返信用＞ＦＡＸ５３－０１０１ 岡崎商工会議所 和田行 

 

「中小企業支援研究会」申込書 

参加者のお名前 職名 参加者のお名前 職名 

    

機関名 

もしくは

事業所名 

 ＴＥＬ  ＦＡＸ  

ご記入いただいた情報は、商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用するほか、研究会参加者の実態調査・分析の

ために利用することがあります。また、講師には受講者名簿として配布します。 


